
日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察

「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』

吉

住

弘

恵

 
平
安
時
代
の
貴
族
の
生
活
は
、
藤
原
師
管
の
『
九
条
殿
寒
雲
』
に
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
く
陰
陽
道
の
影
響
を

大
き
く
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
暦
法
や
天
体
現
象
も
す
べ
て
吉
凶
に
関
連
す
る

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
日
柄
に
よ
っ
て
行
動
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
代

表
的
な
も
の
に
、
「
方
違
え
」
が
あ
る
。
方
違
え
と
は
「
方
角
の
忌
を
違
え
る
」

と
い
う
意
味
で
、
あ
る
場
所
に
行
こ
う
と
す
る
時
に
そ
の
方
角
が
凶
の
方
角
と

し
て
塞
が
っ
て
い
る
場
合
、
前
夜
に
他
の
方
角
に
あ
た
る
所
に
宿
泊
し
て
、
翌

日
目
的
地
に
向
か
う
よ
う
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
流
行
し
た
方
角

禁
忌
の
一
つ
で
あ
り
、
凶
の
方
角
を
決
定
す
る
根
拠
の
主
な
も
の
と
し
て
「
大

将
軍
」
「
天
一
神
」
「
太
白
神
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
資
料
1
参
照
）

 
『
蜻
蛉
日
記
』
は
作
者
で
あ
る
藤
原
道
京
童
の
結
婚
生
活
を
中
心
に
記
さ
れ

て
お
り
、
自
己
の
日
常
生
活
や
存
在
意
味
を
深
く
考
え
問
題
に
し
た
点
で
、
以

後
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
中
で
も
、
他
の
日
記
文
学
作
品
に
比

べ
て
「
忌
」
に
対
す
る
禁
忌
意
識
は
か
な
り
強
く
、
「
方
違
え
」
は
、
夫
で
あ

る
藤
原
宮
家
の
道
綱
母
曲
言
訪
の
口
実
と
し
て
、
作
品
半
ば
か
ら
後
半
部
に
お

い
て
何
度
も
使
用
さ
れ
る
。
夫
・
兼
家
の
父
は
前
掲
の
『
九
条
殿
遺
誠
』
の
作

者
、
藤
原
師
輔
で
あ
り
、
禁
忌
に
対
し
て
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
環
境
で

あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
共
に
、
方
角
禁
忌
は
心
綱
母
に
と
っ
て
荒
家

来
訪
の
指
針
と
な
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。

 
本
稿
で
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
を
読
み
解
く
一
つ
の
方
法
と
し
て
「
方
違
え
」

に
着
目
し
、
暦
日
と
の
照
合
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。
ま
た
、
方
角
禁
忌
を

考
察
す
る
上
で
、
道
綱
引
と
下
家
の
居
宅
の
位
置
と
居
住
年
月
が
非
常
に
重
要

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、

道
綱
母
…
a
「
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
」
し
た
所
…
結
婚
以
前
か
ら
康
保

 
 
 
 
 
 
四
年
（
九
六
七
年
）
十
一
月
中
頃
ま
で

 
 
 
 
b
「
近
う
さ
り
ぬ
べ
き
と
こ
ろ
」
…
康
保
四
年
十
一
月
中
頃
か
ら
安

 
 
 
 
 
 
和
二
年
（
九
六
九
年
）
一
月
⊥
二
月
ま
で

 
 
 
 
c
「
す
こ
し
離
れ
た
る
と
こ
ろ
」
…
安
和
二
年
一
月
～
三
月
か
ら
同

 
 
 
 
 
 
年
（
九
六
九
年
）
六
月
二
十
日
す
ぎ
ま
で

 
 
 
 
d
「
も
と
の
と
こ
ろ
」
…
安
和
二
年
六
月
二
十
日
す
ぎ
か
ら
天
延
元

 
 
 
 
 
 
年
（
九
七
三
年
）
八
月
二
十
日
す
ぎ
ま
で

 
 
 
 
e
「
広
幡
中
川
」
…
天
延
元
年
（
九
七
三
年
）
八
月
二
十
日
置
ぎ

 
兼
家
…
一
条
大
路
の
北
辺
四
坊
八
条
あ
た
り
（
天
禄
年
間
に
は
、
溢
血
母
第

 
 
 
 
よ
り
南
側
に
設
定
）

［1）

日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』



日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
 
1
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』
一

 
 
 
 
ぞ
 

と
し
て
扱
う
。

 
 
一

 
さ
て
、
二
十
五
日
の
夜
、
身
う
ち
過
ぎ
て
の
の
し
る
。
火
の
こ
と
な

り
け
り
。
い
と
近
し
な
ど
、
騒
ぐ
を
聞
け
ば
、
憎
し
と
思
ふ
と
こ
ろ
な

り
け
り
。
そ
の
五
六
日
は
例
の
物
忌
と
聞
く
を
、
「
御
門
の
下
よ
り
な
む
」

と
て
文
有
り
。
な
に
く
れ
と
こ
ま
や
か
な
り
。
い
ま
は
か
か
る
も
あ
や

し
と
思
ふ
。
七
日
は
方
塞
が
る
。

 
八
日
の
日
、
未
の
時
ば
か
り
に
、
「
お
は
し
ま
す
お
は
し
ま
す
」
と

の
の
し
る
。
中
門
お
し
開
け
て
、
車
こ
め
引
き
入
る
る
を
見
れ
ば
、
御

前
の
を
の
こ
ど
も
、
あ
ま
た
、
韓
に
つ
き
て
、
簾
巻
き
あ
げ
、
下
簾
左

右
お
し
挟
み
た
り
。
楊
持
て
寄
り
た
れ
ば
、
下
り
走
り
で
、
紅
梅
の
た

だ
い
ま
盛
り
な
る
下
よ
り
さ
し
歩
み
た
る
に
、
挙
げ
な
う
も
あ
る
ま
じ

う
、
う
ち
あ
げ
つ
つ
、
「
あ
な
お
も
し
ろ
」
と
言
ひ
つ
つ
歩
み
上
り
ぬ
。

①ま
た
の
日
を
思
ひ
た
れ
ば
、
ま
た
南
塞
が
り
に
け
り
。
「
な
ど
か
は
、

さ
は
告
げ
ざ
り
し
」
と
あ
れ
ば
、
「
さ
聞
こ
え
た
ら
ま
し
か
ば
、
い
か

が
あ
る
べ
か
り
け
る
」
と
も
の
す
れ
ば
、
「
た
が
へ
こ
そ
は
せ
ま
し
か
」

と
あ
り
。
思
ふ
心
を
も
、
い
ま
よ
り
こ
そ
は
こ
こ
ろ
み
る
べ
か
り
け
れ
し

な
ど
、
な
ほ
も
あ
ら
じ
に
、
誰
も
も
の
し
け
り
。
小
さ
き
人
に
は
、
手

習
ひ
、
歌
よ
み
な
ど
教
へ
、
こ
こ
に
て
は
け
し
う
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
を
、

「
思
は
ず
に
て
は
い
と
悪
し
か
ら
む
。
い
ま
、
か
し
こ
な
る
と
も
ろ
と

も
に
も
裳
着
せ
む
」
な
ど
言
ひ
て
、
日
暮
れ
に
け
り
。
お
な
じ
う
は
、

院
へ
ま
み
ら
む
し
と
て
、
の
の
し
り
て
出
で
ら
れ
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
 
略

閏
二
月
の
つ
い
た
ち
の
日
、
雨
の
ど
か
な
り
。
そ
れ
よ
り
後
、
天
晴

れ
た
り
。
三
日
、
方
あ
き
ぬ
と
思
ふ
を
、
を
と
な
し
。

 
下
巻
・
天
禄
三
年
（
九
七
二
年
）
二
月
か
ら
閏
二
月
に
か
け
て
の
日
記
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
暦
を
使
っ
て
日
付
の
検
証
を
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
道
綱
母

と
兼
家
の
居
宅
の
位
置
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
妄
評
第
は
、
安
和

二
年
（
九
六
九
年
）
六
月
二
十
余
日
に
、
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
し
た
「
も

と
の
と
こ
ろ
」
の
修
理
も
終
わ
り
、
こ
ち
ら
に
移
っ
て
い
る
由
が
日
記
中
に
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
天
禄
三
年
に
は
、
初
め
に
定
義
し
た
息
綱
母
の
住
居
年
月

d
「
も
と
の
と
こ
ろ
」
、
つ
ま
り
a
と
同
じ
「
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
」

し
た
近
辺
と
考
え
て
よ
い
。
一
方
、
兼
家
事
で
あ
る
が
、
引
用
本
文
①
の
「
ま

た
南
塞
が
り
に
け
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
兼
家
第
は
道
綱
底
企
よ
り
南
に
位

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
引
用
本
文
冒
頭
に
よ
り
、
こ
の
記
事
は
天
禄
三
年
（
九
七
二
年
）
二
月
二
十

五
日
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
本
文
に
そ
の
日
の
干
支
を
入
れ
て
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
（
干
支
番
号
は
資
料
2
の
凶
方
位
一
覧
と
同
一
番
号
）

二
月
二
十
五
日
（
2
3
丙
戌
）

 
 
二
十
六
日
（
2
4
丁
亥
）

 
 
二
十
七
日
（
2
5
戊
子
）

 
 
二
十
八
日
（
2
6
己
丑
）

 
 
二
十
九
日
（
2
7
庚
寅
）

閏
二
月
 
一
日
（
2
8
辛
卯
）

兼
家
 
 
「
例
の
物
忌
」

 
 
↑

兼
家
方
塞
が
り

兼
家
 
道
綱
母
第
来
訪

「
ま
た
の
日
を
思
ひ
た
れ
ば
、

り
に
け
り
」

「
雨
の
ど
か
な
り
」

ま
た
南
塞
が

（2）



圏
糾
山
 
 
「
大
将
軍
」
「
天
一
神
」
「
太
白
神
」
に
つ
い
て

a
「
大
将
軍
」

 
 
そ
の
年
一
年
の
方
位
の
吉
凶
を
定
め
る
八
将
軍
の
一
つ
。
三
年
ご
と
に
移
動
し
て
原
則
的
に
は
三
年

 
間
同
じ
方
位
に
居
続
け
る
が
「
遊
行
」
の
日
が
決
め
ら
れ
て
お
り
遊
行
期
間
中
は
こ
の
方
角
が
凶
の
方

位
と
な
る
。

巳
午
未
の
年
…
東

寅
卯
辰
の
年
…
北

申
酉
戌
の
年
…
南
 
 
亥
子
丑
の
年
…
西

［
遊
行
の
旦

 
春
…
甲
子
の
日
か
ら
五
日
間
は
東

 
夏
…
丙
子
の
日
か
ら
五
日
間
は
南

 
秋
…
庚
子
の
日
か
ら
五
日
間
は
西

 
冬
…
壬
子
の
日
か
ら
五
日
間
は
北

土
用
…
戊
子
の
日
か
ら
五
日
間
は
中
央

（
家
内
の
こ
と
）

b
「
天
一
神
」

 
 
十
二
神
将
の
主
将
で
あ
り
、
天
と
地
と
の
間
を
規
則
正
し
く
往
復
し
、
四
方
八
方
を
巡
る
荒
神
。
一

 
方
に
長
く
留
ま
る
性
質
を
持
つ
神
で
、
人
間
の
吉
凶
禍
福
を
司
り
、
こ
の
方
角
に
あ
た
る
者
に
は
崇
り

 
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
天
一
神
は
次
に
記
す
四
十
四
日
間
を
天
上
か
ら
降
り
て
下
界
で
過
ご
す
と
さ
れ
て

 
お
り
、
こ
の
方
位
が
凶
の
方
位
に
な
る
。

C

己
酉
の
日
か
ら
六
日
間
…
艮

乙
卯
の
日
か
ら
五
日
間
…
卯

庚
申
の
日
か
ら
六
日
間
…
巽

丙
寅
の
日
か
ら
五
日
間
…
午

辛
未
の
日
か
ら
六
日
間
…
坤

丁
丑
の
日
か
ら
五
日
間
…
酉

壬
午
の
日
か
ら
六
日
間
…
乾

戊
子
の
日
か
ら
五
日
間
…
子

（
東
北
）
の
方
角

（
東
）
の
方
角

（
東
南
）
の
方
角

（
南
）
の
方
角

（
西
南
）
の
方
角

（
西
）
の
方
角

（
西
北
）
の
方
角

（
北
）
の
方
角

残
り
の
十
六
日
間
は
、
天
一
神
は
天
上
に
あ
る
為
い
ず
れ
の
方
角
に
も
支
障
は
な
く
、

も
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ど
こ
へ
行
っ
て

「
太
白
神
」

「
大
将
軍
」
が
年
忌
を
指
す
の
に
対
し
、
太
白
神
は
毎
日
そ
の
所
在
を
変
え
る
の
で
コ
夜
め
ぐ
り
L

「
一
日
（
ひ
と
ひ
）
め
ぐ
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
以
下
の
方
角
が
凶
の
方
位
に
な
る
。

九五一
日日日

天西東

十六二
日日日

地乾巽

（
東
南
）
 
 
三
日
…
南
 
 
四
日
…
坤
（
西
南
）

（
西
北
）
 
 
七
日
…
北
 
 
八
日
…
艮
（
東
北
）

齎
剛
凶
 
「
大
将
軍
」
「
天
一
神
」
「
太
白
神
」
凶
方
位
一
覧
表

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲干
巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午下辰卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰卯寅聖子支

太
白
神

大
将
軍

 
↓東←→南←→中←

天
一
神

東
南

 
↑

 
↓

南一 一一西南一 一一西一一西北一 一一北←

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

癸壬辛庚己戊丁丙乙甲癸壬辛粗削戊丁丙乙甲癸壬辛庚己戊丁丙乙甲干
亥戌酉申未午未辰卯寅丑子日戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午支

九五一
日日日

天酉卯

 西東

十六二
日日日

大
将
軍
 
天
一
神

巽
（
東
南
V

乾
（
西
北
）

地

→西←→北←

→東北一一?一宮←東南→←

三
日
午
（
南
）
 
四
日
坤
（
西
南
）

七
日
 
子
（
北
）
 
八
日
 
艮
（
東
北
）

※
資
料
の
見
方

番
号
（
1
～
6
0
）
に
沿
っ
て
縦
に
「
干
支
」
「
大
将
軍
凶
方
位
」
「
天
一
神
凶
方
位
」
の
順
に
並
ん
で
い

 
る
。
「
太
白
神
凶
方
位
」
に
つ
い
て
は
、
日
付
の
下
一
桁
を
あ
て
る
。

 
例
え
ば
「
十
七
日
 
甲
子
」
の
日
の
凶
方
位
は
、
大
将
軍
…
東
 
天
一
神
…
東
南
 
太
白
神
…
子
（
北
）

 
で
あ
る
。

（3）

日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察

「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』



日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
 
一
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』
一

二
日
（
2
9
壬
辰
）

三
日
（
3
0
業
腹
）

兼
家
 
方
あ
き

こ
の
ま
と
め
に
よ
る
と
、
二
十
七
日
の
方
塞
が
り
は
、
資
料
2
の
二
十
五
番
戊

子
か
ら
始
ま
り
二
十
九
番
山
幸
に
終
わ
る
大
将
軍
（
中
）
と
天
一
神
（
北
）
、

太
白
神
の
七
日
（
北
）
の
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
閏
二
月
三
日
に

方
が
あ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
の
三
つ
の
中
か
ら
忌
が
連
続
し
て
い
な
い

太
白
神
は
除
か
れ
る
。
引
用
本
文
①
よ
り
、
兼
家
集
か
ら
見
て
下
墨
母
第
は
北

に
位
置
す
る
た
め
、
二
十
七
日
の
方
塞
が
り
は
、
北
の
方
位
を
忌
む
天
一
神
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

忌
の
た
め
の
方
違
え
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
二
十
八
日
に
離
家

が
来
訪
し
た
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
本
来
、
方
違
え
中
は
忌
の
方
角
を
犯

さ
な
い
事
が
原
則
で
あ
り
、
当
時
、
械
れ
が
あ
る
時
で
も
立
っ
た
ま
ま
で
会
え

ば
そ
の
稼
れ
に
触
れ
な
い
と
す
る
例
が
上
巻
・
康
保
元
年
（
九
六
四
年
）
秋
や

中
巻
・
天
禄
二
年
（
九
七
一
年
）
六
月
に
も
見
ら
れ
る
施
、
こ
の
二
十
八
日
の

場
合
、
兼
家
は
道
綱
母
の
部
屋
に
上
が
っ
て
い
る
。

 
そ
こ
で
、
二
十
八
日
の
皇
家
と
道
綱
母
の
会
話
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
た

い
。
「
あ
な
お
も
し
ろ
」
と
い
い
つ
つ
部
屋
に
上
が
っ
て
き
た
下
家
に
対
し
、

①
「
ま
た
の
日
を
思
ひ
た
れ
ば
、
ま
た
南
ふ
さ
が
り
に
け
り
」
を
挟
ん
で
「
な

ど
か
は
、
さ
は
告
げ
ざ
り
し
」
と
、
兼
家
が
返
事
を
返
し
て
い
る
。
こ
れ
は
①

が
地
の
文
で
は
あ
る
が
、
同
様
の
言
葉
が
、
道
綱
母
の
口
か
ら
冠
せ
ら
れ
た
、

も
し
く
は
何
ら
か
の
形
で
隠
家
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
ど
う
し
て
、
そ
う
と
知
ら
せ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
兼
家
は

道
学
母
第
が
塞
が
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
日

と
言
え
ば
北
が
塞
が
る
い
つ
も
の
太
白
神
方
忌
で
二
十
八
日
は
方
が
あ
い
た
と

勘
違
い
し
た
か
。
も
し
く
は
、
兼
家
は
方
塞
が
り
と
知
っ
て
い
て
わ
ざ
と
来
訪

し
た
か
。
前
者
に
は
、
引
用
本
文
直
前
に
道
綱
母
が
手
に
入
れ
た
養
女
（
兼
忠

女
と
兼
家
の
間
に
出
来
た
娘
）
に
会
い
た
い
と
い
う
、
兼
家
の
親
心
を
う
か
が

う
こ
と
が
出
来
る
。
方
塞
が
り
と
聞
い
て
も
や
は
り
そ
の
場
を
離
れ
ら
れ
ず
、

日
暮
れ
ま
で
道
綱
母
と
こ
の
養
女
の
行
く
末
を
話
し
合
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
し
後
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
方
を
犯
し
て
ま
で
道
綱
母
第
に
や
っ
て

来
た
兼
家
は
、
道
聖
母
が
仕
組
ん
だ
「
近
頃
足
の
遠
の
い
て
い
た
下
家
を
呼
び

戻
す
手
だ
て
と
し
て
の
養
女
作
戦
」
と
い
う
罠
の
術
中
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と

も
言
え
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
兼
家
の
目
的
は
養
女
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お

離
家
を
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
道
聖
母
の
女
と
し
て
の
執
念
が
、
日
記
の
こ
の

部
分
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

 
二

①
か
か
る
に
、
夜
や
う
や
う
な
か
ば
ば
か
り
に
な
り
ぬ
る
に
、

7
方②

い

っ
か
た
か
塞
が
る
し
と
言
ふ
に
、
数
ふ
れ
ば
、
む
べ
も
な
く
、
こ
な
た

塞
が
り
た
り
け
り
。
「
い
か
に
せ
む
。
い
と
か
ら
き
わ
ざ
か
な
。
い
ざ

も
ろ
と
も
に
近
き
と
こ
ろ
へ
」
な
ど
あ
れ
ば
、
い
ら
へ
も
せ
で
、
あ
な

も
の
ぐ
る
ほ
し
、
い
と
た
と
し
へ
な
き
さ
ま
に
も
あ
べ
か
な
る
か
な
と

思
ひ
臥
し
て
、
さ
ら
に
動
く
ま
じ
け
れ
ば
「
さ
ふ
り
は
へ
こ
そ
は
す
ベ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

か
な
れ
、
方
あ
き
な
ば
こ
そ
は
ま
る
り
来
べ
か
な
れ
と
思
ふ
に
、
例
の

六
日
の
物
忌
に
な
り
ぬ
べ
か
り
け
り
」
な
ど
、
な
や
ま
し
げ
に
言
ひ
つ

つ
出
で
ぬ
。

 
つ
と
め
て
文
あ
り
。
「
夜
更
け
に
け
れ
ば
、
こ
こ
ち
い
と
な
や
ま
し

く
て
な
む
。
い
か
に
ぞ
。
は
や
と
し
み
を
こ
そ
し
た
ま
ひ
て
め
。
こ
の

［4］



大
夫
の
さ
も
ふ
つ
つ
か
に
見
ゆ
る
か
な
し
な
ど
ぞ
あ
め
る
。
な
に
か
は
、

か
ば
か
り
ぞ
か
し
と
、
思
ひ
売
る
る
も
の
か
ら
、
物
忌
果
て
む
日
、
い

ぶ
か
し
き
こ
こ
ち
ぞ
添
ひ
て
お
ぼ
ゆ
る
に
、
六
日
を
過
ご
し
て
七
月
三

日
に
な
り
に
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
 
略

 
さ
て
、
明
け
ぬ
れ
ば
、
大
夫
、
「
な
に
ご
と
に
よ
り
て
に
か
あ
り
け

む
と
、
ま
み
り
て
聞
か
む
」
と
て
も
の
す
。
「
昨
夜
は
な
や
み
た
ま
ふ

こ
と
な
む
あ
り
け
る
。
『
に
は
か
に
、
い
と
苦
し
が
り
し
か
ば
な
む
、

え
も
の
せ
ず
な
り
に
し
』
と
な
む
の
た
ま
ひ
つ
る
」
と
言
ふ
し
も
ぞ
、

聞
か
で
ぞ
お
い
ら
か
に
あ
る
べ
か
り
け
る
と
そ
お
ぼ
え
た
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
 
略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r

か
く
て
、
そ
の
日
を
ひ
ま
に
て
、
ま
た
物
忌
に
な
り
ぬ
と
聞
く
。
明
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

る
日
、
こ
な
た
塞
が
り
た
る
、
ま
た
の
日
、
今
日
を
ま
た
見
む
か
し
と

思
ふ
心
こ
り
ず
ま
な
る
に
、
夜
更
け
て
見
え
ら
れ
た
り
。
一
夜
の
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

ど
も
、
し
か
じ
か
と
言
ひ
て
、
「
今
宵
だ
に
と
て
急
ぎ
つ
る
を
、
忌
た

が
へ
に
み
な
人
も
の
し
つ
る
を
、
出
だ
し
立
て
て
、
や
が
て
見
捨
て
て

隆
ど
罪
も
な
く
、
さ
り
げ
も
な
く
言
ふ
。
い
ふ
か
ひ
も
な
し
。

明
く
れ
ば
、
「
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
も
の
し
つ
る
人
々
、
い
か
に
と
て
な
む
」

と
て
急
ぎ
ぬ
。

 
中
巻
・
天
禄
二
年
（
九
七
一
年
）
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
日
記
で
あ
る
。

こ
の
部
分
で
日
付
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
の
は
⑤
の
「
六
日
を
過
ご
し
て

七
月
三
日
に
な
り
に
た
り
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
日
を
中
心
に
、
暦
を
使
っ
て

こ
の
引
用
本
文
の
日
付
を
推
測
し
て
み
る
。

 
道
絶
遠
と
兼
家
の
居
宅
の
位
置
の
特
定
で
あ
る
が
、
道
綱
母
は
同
年
三
月
末

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

に
四
十
五
日
の
忌
違
え
の
た
め
「
あ
が
た
あ
り
き
の
と
こ
ろ
」
に
渡
り
、
五
月

こ
ろ
に
い
っ
た
ん
d
「
も
と
の
と
こ
ろ
」
、
つ
ま
り
a
「
左
近
の
馬
場
を
か
た

き
し
に
」
し
た
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
六
月
初
め
頃
か
ら
鳴
滝

に
こ
も
り
、
こ
の
日
記
の
直
前
に
兼
家
に
よ
っ
て
自
宅
に
連
れ
戻
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
道
管
母
第
は
前
節
の
一
と
同
様
に
「
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
」

し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
日
記
以
降
か
ら
一
の
天
禄
三
年
（
九
七
二
年
）
二

月
ま
で
に
諸
家
第
が
移
動
し
た
様
子
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
兼
落
第
も
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

節
と
同
じ
く
道
綱
母
第
よ
り
南
側
で
あ
る
と
考
え
る
。

 
ま
ず
、
⑤
の
七
月
三
日
よ
り
後
の
日
付
を
検
討
し
て
み
る
と
、
⑥
「
明
け
ぬ

れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
は
七
月
四
日
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
⑦
「
か
く
て
、
そ
の
日
を
ひ
ま
に
て
」
の
「
そ
の
日
」
は
⑥
「
明
け
ぬ
れ

ば
」
の
日
と
同
じ
日
で
あ
り
、
こ
の
七
月
四
日
を
境
に
兼
家
は
物
忌
に
入
る
。

次
の
⑧
「
明
く
る
日
」
は
「
翌
日
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
物
忌
の
明
け

る
日
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
、
こ
こ
か
ら
後
の
日
付
は
物
忌
の
日
数
に
よ
っ

て
若
干
の
移
動
が
生
じ
る
が
、
平
安
時
代
の
「
節
分
方
違
え
」
と
い
う
行
為
か

ら
そ
の
後
の
日
付
を
推
定
で
き
る
。
「
節
分
方
違
え
」
と
は
、
暦
の
上
で
立
春
・

立
夏
・
立
秋
・
立
冬
に
あ
た
る
日
の
前
日
に
一
晩
だ
け
方
違
え
を
す
る
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 

習
慣
で
あ
る
。
こ
の
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
に
啓
蟄
・
清
明
・
芒
種
・
小

暑
・
白
露
・
寒
露
・
大
雪
・
小
寒
を
足
し
た
も
の
を
「
節
」
と
言
い
、
天
一
神

な
ど
の
方
位
は
こ
の
「
節
」
で
変
わ
る
の
で
節
分
方
違
え
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
「
節
分
方
違
え
」
が
⑩
の
「
忌
た
が
へ
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す

る
と
、
天
禄
二
年
置
立
秋
は
七
月
九
日
で
あ
る
か
ら
⑩
は
そ
の
前
日
、
さ
ら
に

⑨
「
ま
た
の
日
」
も
⑩
と
同
日
で
あ
る
か
ら
⑨
⑩
共
に
七
月
八
日
で
あ
る
。
⑧

日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
 
一
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』
-
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日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』

「
明
く
る
日
」
は
⑨
「
ま
た
の
日
」
の
前
日
で
あ
る
の
で
、
七
月
七
日
で
あ
り
、

「
こ
な
た
塞
が
り
た
る
」
の
は
、
七
日
（
北
）
の
方
角
を
忌
む
、
太
白
神
方
忌

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
⑪
が
立
秋
当
日
の
七
月
九
日
で
あ
る
。
こ
こ

ま
で
を
整
理
す
る
と
、

七
月
三
日
（
3
3
丙
申
）

 
 
四
日
（
3
4
丁
酉
）

 
 
五
日
（
3
5
戊
戌
）

 
 
六
日
（
3
6
己
亥
）

 
 
七
日
（
3
7
庚
子
）

 
 
八
日
（
3
8
辛
丑
）

 
 
九
日
（
3
9
壬
寅
）

昼
こ
ろ
下
家
来
訪
予
告
↓
来
訪
せ
ず

⑦
「
か
く
て
、
そ
の
日
を
ひ
ま
に
て
」

物
忌

 
↑

方
塞
が
り
（
太
白
神
方
忌
）

兼
家
来
訪
・
夜
帰
宅
（
節
分
方
違
え
）

立
秋

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
物
忌
は
五
日
と
六
日
の
二
日
間
で
、
加
納
重

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

文
氏
の
言
わ
れ
る
「
物
忌
の
法
則
（
偶
数
の
法
則
）
」
に
も
合
う
。

 
次
に
、
七
月
三
日
以
前
を
考
え
る
。
道
綱
母
を
鳴
滝
か
ら
連
れ
戻
し
た
兼
家

は
、
夜
中
に
ふ
と
方
を
犯
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
が
気
に
な
り
、
調
べ
て
み
る

と
や
は
り
道
綱
母
第
が
塞
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
道
綱
母
を
連
れ
て
方

違
え
を
し
ょ
う
と
思
い
立
っ
た
が
、
智
歯
母
は
い
っ
こ
う
に
動
く
気
配
を
見
せ

な
い
。
仕
方
が
な
い
の
で
今
宵
は
い
っ
た
ん
自
邸
に
戻
り
方
角
が
あ
い
た
所
で

す
ぐ
に
訪
れ
よ
う
と
思
う
が
、
六
日
の
物
忌
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

兼
家
は
つ
ら
い
気
持
ち
を
お
し
て
網
綱
母
第
を
出
て
い
く
。

 
こ
の
行
動
の
中
に
、
七
月
三
日
以
前
の
日
付
を
推
定
で
き
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
連
れ
戻
し
た
日
を
境
に
六
日
の
物
忌
に
入
る
と
い
う
こ

と
だ
。
「
六
日
の
物
忌
」
と
は
、
天
一
神
方
忌
の
こ
と
で
あ
り
、
天
一
神
は
五

日
ま
た
は
六
日
お
き
に
方
位
を
変
え
て
巡
行
す
る
の
で
当
時
こ
の
よ
う
に
呼
ば

れ
て
い
た
。
天
禄
二
年
六
月
下
旬
の
天
一
神
方
忌
は
、
二
十
四
日
（
2
5
戊
子
）

か
ら
二
十
八
日
（
2
9
壬
辰
）
ま
で
で
あ
り
、
北
を
忌
む
。
こ
れ
は
兼
家
と
三
綱

母
の
居
宅
関
係
に
も
一
致
す
る
。
従
っ
て
、
連
れ
戻
し
た
日
は
、
そ
の
前
日
の

二
十
三
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
鳴
滝
か
ら
見
て
道
綱
母
第
は
ほ
ぼ

東
に
位
置
し
、
二
十
三
日
（
2
4
丁
亥
）
の
大
将
軍
は
本
宮
（
塞
が
り
の
方
位
は

年
忌
と
し
て
東
）
、
天
一
神
は
西
北
、
太
白
神
は
南
で
大
将
軍
方
忌
に
あ
た
っ

て
し
ま
う
。
こ
の
方
忌
は
大
将
軍
の
遊
行
日
で
は
な
く
年
忌
で
あ
る
為
、
そ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
で
重
い
忌
で
は
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
兼
家
は
道
孟
母
第
に
来
て
は
じ

め
て
方
を
犯
し
て
い
な
い
か
気
づ
く
位
で
あ
り
、
そ
う
ま
で
し
て
下
山
さ
せ
る

兼
家
の
心
中
を
考
え
る
と
、
や
は
り
少
し
焦
り
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

安
時
代
の
日
付
は
午
前
三
時
頃
に
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
①
か
ら
③
は
午

前
三
時
前
後
の
会
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
引
用
本
文
の
全
体
を

ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

六
月
二
十
三
日
（
2
4
丁
亥
）

 
 
二
十
四
日
（
2
5
戊
子
）

七
月
三
日
（
3
3
丙
申
）

 
 
四
日
半
3
4
丁
酉
）

 
 
五
日
（
3
5
戊
戌
）

 
 
七
日
（
3
7
庚
子
）

 
 
八
日
目
3
8
辛
丑
）

道
綱
母
、
鳴
滝
か
ら
戻
る
。
 
 
 
1
①

～
二
十
八
日
（
2
9
壬
辰
）
 
隣
家
「
例
の
六
日

 
の
物
忌
」
（
天
一
神
方
忌
）
 
 
 
②
～
④

 
昼
こ
ろ
母
家
来
訪
予
告
↓
来
訪
せ
ず
I
i
⑤

⑦
「
か
く
て
、
そ
の
日
を
ひ
ま
に
て
」
⑥
⑦

～
六
日
（
3
6
己
亥
）
 
良
家
物
忌

方
塞
が
り
（
太
白
神
方
忌
）
 
 
 
1
⑧

兼
家
来
訪
・
夜
帰
宅
（
節
分
方
違
え
）
⑨
⑩

（6）



九
日
（
3
9
壬
寅
）
 
立
秋

占

本
文
の
み
を
読
ん
で
い
く
と
⑤
「
六
日
を
過
ご
し
て
七
月
三
日
に
な
り
に
た
り
」

は
、
「
六
日
間
を
過
ご
し
て
七
月
三
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
解
釈
し

て
し
ま
う
が
、
こ
の
六
日
と
い
う
の
は
先
に
説
明
し
た
「
六
日
の
物
忌
」
の
こ

と
で
あ
り
、
「
六
日
の
物
忌
も
過
ぎ
て
（
気
が
付
け
ば
す
で
に
）
七
月
三
日
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
こ
の
短
い
一
文
の
中
に
は
、

物
忌
が
あ
け
た
ら
兼
家
が
や
っ
て
く
る
は
ず
な
の
に
、
未
だ
訪
れ
な
い
兼
家
へ

の
も
ど
か
し
さ
が
表
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
方
忌
が
兼
家
来
訪
を
予
告
す
る
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。
引
用
本
文
全
体
に
広
げ
て
見
て
み
る
と
、
兼
家
は
道
綱
母

の
元
か
ら
〈
去
る
〉
手
段
と
し
て
、
道
具
母
は
兼
家
が
〈
来
る
〉
目
安
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
 

「
方
違
え
」
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

 
 
 
 
 
三

 
日
記
文
学
を
読
ん
で
い
く
上
で
、
そ
の
暦
日
表
現
は
曖
昧
な
も
の
が
多
い
。

森
田
兼
吉
氏
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
暦
日
表
現
を
、
月
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
も

の
・
お
よ
そ
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
・
日
付
の
明
記
さ
れ
た
も
の
の
三

種
類
に
分
け
、
そ
の
使
わ
れ
た
回
数
に
よ
っ
て
、
期
間
限
定
で
は
あ
る
が
道
綱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

母
が
日
次
の
日
記
を
つ
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
『
蜻

蛉
日
記
』
の
中
で
、
方
角
を
意
味
す
る
〈
方
〉
と
い
う
語
は
十
二
例
あ
る
。
そ

の
う
ち
十
例
は
日
付
が
特
定
で
き
、
こ
れ
ら
全
部
が
天
一
神
方
忌
や
太
白
神
方

忌
な
ど
根
拠
が
推
定
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
蜻
蛉
日
記
』
は
道
連
母
の
過

去
の
回
想
記
録
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
記
憶
だ
け
に
頼
っ
て
こ
の
よ
う
に
暦
日

に
正
確
な
日
記
を
書
く
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
本
稿
は
森
田
氏
の

御
論
を
補
強
し
た
形
に
な
る
が
、
道
綱
母
の
影
の
「
生
活
記
録
」
の
存
在
が
あ
っ

て
『
蜻
蛉
日
記
』
は
暦
日
に
正
確
に
書
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

 
ま
た
、
〈
方
〉
表
現
は
、
巻
ご
と
の
使
用
回
数
に
か
た
よ
り
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
上
巻
に
見
ら
れ
る
〈
方
〉
は
、
天
徳
元
年
（
九
五
七
年
）
春
に
町
の
小
路

の
女
が
出
産
予
定
の
こ
ろ
に
良
い
方
角
を
選
ん
で
移
動
す
る
一
例
に
し
か
見
ら

れ
な
い
。
一
方
、
中
巻
に
は
五
例
、
下
巻
は
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
富
家
の
方

違
え
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
〈
方
〉
は
、
中
巻
が
三
例
、
下
巻
は
六
例
全
部
で

あ
る
。
岡
田
博
子
氏
に
よ
れ
ば
、

 
 
〔
ふ
た
が
り
、
不
浄
、
た
が
へ
、
忌
、
物
忌
、
精
進
、
さ
わ
り
、
け
が
れ
〕

 
 
と
い
っ
た
規
定
が
い
つ
出
現
し
、
い
つ
消
失
し
て
い
る
か
で
道
造
母
の
兼

 
 
家
に
対
す
る
期
待
が
い
っ
か
ら
意
識
さ
れ
、
い
つ
期
待
が
消
失
し
て
い
る

 
 
か
が
示
唆
さ
れ
る
。

 
 
 
お
 

と
さ
れ
、
こ
れ
を
〈
方
〉
表
現
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
と
、
道
綱
母
の
兼
家
に

対
す
る
期
待
は
上
巻
に
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
、
中
巻
、
下
巻
と
進
む
に
従
っ

て
期
待
は
強
く
な
る
と
い
う
様
に
理
解
さ
れ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
道
聖
母
は

上
巻
に
お
い
て
兼
家
以
外
の
こ
と
に
も
目
を
や
る
余
裕
が
あ
り
、
そ
れ
を
書
き

記
す
心
の
余
裕
も
あ
っ
た
。
中
巻
・
下
巻
と
進
み
、
兼
家
の
足
が
遠
の
く
に
つ

れ
て
自
分
の
中
で
兼
家
が
占
め
る
割
合
は
ど
ん
ど
ん
増
し
、
同
時
に
言
い
よ
う

の
な
い
将
来
へ
の
不
安
や
寂
し
さ
も
膨
ら
ん
で
い
く
。
道
綱
母
に
と
っ
て
、
暮

冬
へ
の
期
待
が
消
失
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
ず
、
い
つ
も
意
識
の

根
底
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
本
稿
で
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
研
究
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
暦
日
表
現
や
禁

忌
な
ど
が
、
日
記
の
新
た
な
解
釈
へ
の
展
望
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

『
蜻
蛉
日
記
』
の
中
で
「
方
違
え
」
を
中
心
に
暦
日
照
合
を
試
み
た
。
こ
こ
か

日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
 
1
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』
1

（7）



日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
 
1
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』

ら
見
え
て
く
る
帽
章
母
樹
は
、
夜
離
れ
が
進
む
中
で
あ
っ
て
も
女
と
し
て
の
幸

せ
を
ひ
た
す
ら
兼
言
に
求
め
る
修
羅
の
姿
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
姿
は
、
道
綱

母
を
見
放
す
わ
け
で
も
な
く
、
か
と
言
っ
て
今
以
上
の
情
を
か
け
る
で
も
な
い

人
間
兼
家
の
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
暦
日
を
用
い
た
分
析
の
結
果
、
『
蜻
蛉

日
記
』
は
暦
日
に
正
確
で
あ
る
と
し
か
言
え
ず
、
「
方
違
え
」
が
道
聖
母
に
と
っ

て
墨
家
来
訪
の
指
針
に
な
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

暦
日
に
正
確
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
道
下
母
は
、
兼
家
の
あ
る
程
度
の
行
動
を
予

測
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
は
捨
て
切
れ
な
い
。
こ
れ
は
今
後
の
課

題
と
し
、
他
日
記
文
学
作
品
に
つ
い
て
も
暦
日
表
現
に
係
る
問
題
の
考
察
を
進

め
て
い
き
た
い
。

※
本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
3
『
土
佐
日
記
・
蜻
蛉
日
記
』
（
小

 
学
館
、
平
成
7
・
1
0
）
に
よ
る
。

（
1
）
道
綱
母
と
兼
家
の
居
宅
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
氏
「
道
綱
母

 
 
 
と
時
姫
の
邸
宅
」
（
『
王
朝
の
映
像
』
東
京
堂
出
版
、
昭
和
4
5
・
8
）
を

 
 
 
は
じ
め
、
増
田
繁
夫
氏
「
心
綱
母
の
居
住
」
（
『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
2
3
』
昭

 
 
 
和
5
7
・
1
0
）
、
上
村
悦
子
氏
『
蜻
蛉
日
記
解
釈
大
成
』
（
上
村
悦
子
編
著
、

 
 
 
明
治
書
院
、
昭
和
5
8
・
1
1
～
平
成
7
・
6
）
、
新
田
孝
子
氏
「
『
蜻
蛉
日

 
 
 
記
』
の
居
住
表
現
」
（
『
蜻
蛉
日
記
の
風
姿
』
白
井
た
つ
子
羊
・
新
田
孝

 
 
 
子
等
共
著
 
風
間
圭
旦
房
、
平
成
8
・
8
）
な
ど
に
詳
し
い
。
し
か
し
、

 
 
 
ど
れ
も
天
禄
元
年
（
九
七
〇
年
）
二
月
⊥
二
月
を
も
っ
て
兼
家
第
が
東

 
 
 
三
条
院
に
移
っ
た
と
し
て
い
る
点
に
疑
問
が
あ
る
。
森
田
兼
吉
氏
「
南

 
 
 
院
考
」
（
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
』
笠
間
書
院
、
昭
和
5
2
・
1
2
）
、
角
田

 
 
 
文
衛
氏
『
承
香
殿
の
女
御
』
（
中
公
新
書
2
5
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
5
0
・

AA32vv
（
4
）

1
1
）
、
村
井
康
彦
氏
『
平
安
貴
族
の
世
界
』
（
徳
間
書
店
、
昭
和
5
0
・
3
）
、

『
平
安
京
の
邸
第
』
（
朧
老
寿
氏
・
加
納
重
文
氏
・
高
橋
康
夫
氏
編
、

望
稜
叢
書
3
、
望
稜
舎
、
昭
和
6
2
・
5
）
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
蜻

蛉
日
記
』
の
日
記
記
事
が
終
了
す
る
天
延
二
年
（
九
七
四
年
）
ま
で
兼

家
が
東
三
条
院
に
移
り
住
む
こ
と
は
な
か
っ
た
と
証
明
さ
れ
て
お
り
、

吉
住
も
こ
の
考
え
に
賛
成
で
あ
る
が
、
『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
に
「
ま
た

南
塞
が
り
に
け
り
」
と
あ
る
以
上
、
本
文
に
従
っ
て
尊
家
第
を
道
綱
母

第
よ
り
南
に
設
定
し
た
。

（
1
）
に
同
じ
。

加
納
重
文
氏
「
方
忌
考
」
（
『
秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
 
人
文
科

学
・
社
会
科
学
』
第
二
十
三
集
、
昭
和
4
8
・
2
）
に
よ
る
と
、
天
一
神

方
忌
を
否
定
し
「
廿
七
日
戊
子
の
大
将
軍
は
内
、
天
一
神
が
北
（
廿
七

日
～
閏
二
月
二
日
）
、
太
白
神
も
北
で
あ
る
。
天
一
神
・
太
白
神
の
方

忌
が
い
ず
れ
も
北
で
、
方
塞
が
り
に
該
当
す
る
け
れ
ど
、
翌
廿
八
日
に

は
、
兼
家
が
支
障
な
く
来
訪
し
て
い
る
か
ら
、
天
一
神
の
塞
が
り
で
は

な
い
。
「
七
日
は
」
と
言
っ
た
よ
う
な
方
塞
が
り
は
、
確
認
す
る
ま
で

も
な
く
、
太
白
神
方
忌
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
見
当
を
つ
け
ら
れ
る
。
し

と
さ
れ
て
い
る
。

〈
上
巻
・
康
保
元
年
（
九
六
四
年
目
秋
〉

・
わ
れ
は
も
の
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
知
り
も
知
ら
れ
ず
、
人
ぞ
会
い
て
、
「
し

 
か
じ
か
な
む
も
の
し
た
ま
ひ
つ
る
」
と
語
れ
ば
、
う
ち
泣
き
て
、
稼

 
ら
ひ
も
忌
む
ま
じ
き
さ
ま
に
あ
り
け
れ
ば
、
「
い
と
便
な
か
る
べ
し
」

 
な
ど
も
の
し
て
、
立
ち
な
が
ら
な
む
。

〈
中
巻
・
天
禄
二
年
目
九
七
一
年
）
六
月
〉

（8］



（
5
）

AA76vv
（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

・
幼
き
人
け
い
め
い
し
て
出
で
た
れ
ば
、
車
な
が
ら
立
ち
て
あ
る
。

大
将
軍
あ
る
い
は
王
相
の
方
角
を
忌
ん
で
四
十
五
日
間
他
家
に
宿
泊
す

る
こ
と
。
吉
川
理
吉
氏
「
四
十
五
日
の
忌
と
著
座
の
儀
」
（
『
国
語
国
文
』

昭
和
1
3
・
9
）
、
吉
田
幸
一
氏
「
和
泉
式
部
日
記
に
お
け
る
矛
盾
面
解

明
へ
の
一
試
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
3
8
・
3
）
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・

フ
ラ
ン
ク
氏
『
方
忌
み
と
方
違
え
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
6
4
・
1
）
に

詳
し
い
。

（
1
）
に
同
じ
。

『
九
暦
』
天
徳
四
年
四
月
三
日
条
、
『
九
条
殿
記
』
承
平
六
年
・
荷
前
条
、

『
九
条
殿
記
』
承
平
六
年
一
月
五
日
・
大
臣
家
大
饗
条
に
も
節
分
方
違

え
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。

加
納
重
文
氏
は
藤
原
道
長
の
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
上
巻
正
月
～

六
月
ま
で
の
旦
ハ
注
暦
を
分
析
し
、
物
忌
は
二
日
あ
る
い
は
四
日
と
い
う

よ
う
に
偶
数
で
連
続
す
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
。
加
納
重
文
氏
「
平
安

時
代
の
『
物
忌
』
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
文
化
』
第
二
十
三
巻
 
昭
和
4
6
）

大
将
軍
は
三
年
間
同
じ
方
位
に
居
続
け
る
た
め
、
こ
れ
を
正
確
に
守
る

と
生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
本
宮
に
関
し
て
は
比
較
的

軽
い
忌
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

斉
藤
国
治
氏
「
日
本
上
代
に
お
い
て
一
日
は
午
前
三
時
に
始
ま
っ
た
一

そ
の
天
文
年
代
学
的
な
検
証
」
（
『
科
学
史
研
究
』
昭
和
5
6
・
夏
）

加
納
重
文
氏
は
こ
の
部
分
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
い

る
。
「
方
忌
考
」
（
『
秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
 
人
文
科
学
・
社

会
科
学
』
第
二
十
三
集
 
昭
和
4
8
・
2
）

 
 
六
月
廿
五
日
（
2
6
己
丑
）
 
方
塞
が
り

（
1
2
）

（
1
3
）

 
 
六
月
廿
六
日
（
2
7
見
事
）
～
七
月
二
日
（
3
2
乙
未
）
 
六
日
物
忌

 
 
七
月
三
日
（
3
3
丙
申
）
～
四
日
間
3
4
丁
酉
）
 
里
家
来
訪

 
 
七
月
五
日
（
3
5
戊
戌
）
～
六
日
（
3
6
己
亥
）
 
物
忌

 
 
七
月
七
日
目
3
7
庚
子
）
 
方
塞
が
り

 
 
七
月
八
日
（
3
8
辛
丑
）
 
国
家
来
訪

森
田
兼
吉
氏
「
日
記
文
学
史
の
可
能
性
と
日
記
文
学
成
立
前
史
」
（
『
日

記
文
学
の
成
立
と
展
開
』
序
論
、
笹
間
書
院
、
平
成
8
・
2
）

岡
田
博
子
氏
『
蜻
蛉
日
記
の
作
品
構
成
』
（
進
典
社
研
究
叢
書
7
5
、
新

典
社
、
平
成
6
・
1
1
）

日
記
文
学
に
お
け
る
暦
日
表
現
に
つ
い
て
の
一
考
察
 
1
「
方
違
え
」
で
読
む
『
蜻
蛉
日
記
』

（9）


